
陳 情 第 ５ ０ １ ２ 号

令和５年１１月２４日受理１

（件 名） 全ての看護職員の処遇改善を求める陳情書

（陳情の趣旨）

日頃から県民の健康・福祉の充実に努力されている貴職に，心から敬意を表しま

す。

2022年10月からの診療報酬改定において，新型コロナウイルス感染症の対応など

で一定の役割を担う病院に勤務する看護職員の処遇改善を目的に「看護職員処遇改

善評価料」が新設されました。政府が看護職員の処遇改善に光を当て，取り組みを

開始したことは大きなことと考えます。

しかし，「看護職員処遇改善評価料」には大きな問題があり現場に混乱をもたら

しています。評価の対象が，地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関（救

急医療管理加算を算定する救急搬送件数200台／年以上の医療機関及び三次救急を

担う医療機関）と，狭く限定されていることです。このことにより施設間などでの

不公平・不団結が生じ，評価料の算定を断念したり，賃金格差を是正するために新

たな経営負担が生じたりするなどの問題が起こっています。地域包括ケアを推進す

る中で，看護師は病棟だけではなく外来，訪問や在宅へと幅広く展開しています。

処遇格差は異動や新人看護師の配属先にも影響を及ぼしています。また，評価料の

対象外となっている訪問看護ステーションや診療所に於いても地域医療を守る必要

性から通常の診療時間外にも発熱患者の対応，ワクチン接種の対応などに奮闘し役

割を精一杯に果たしています。そしてコロナ病棟へ入院することができない患者は

回復期・慢性期病院や介護施設でも看護し，在宅では訪問看護が担うなど，地域の

医療機関が協力し，支え合っているのが実際です。

「看護職員処遇改善評価料」の対象となるのは就業中の看護職員約168万人の内，

35％程度（約57万人）に限られており，全ての看護職員に対する処遇改善の早急な

実現を求めます。

記

１. 2022年10月に新設された令和４年度診療報酬改定による「看護職員処遇改善評

価料」を抜本的に見直し，全ての看護職員の処遇改善が可能な制度を実現させる

よう，国へはたらきかけていただくこと
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